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平成２７年１月　入札監理課

【基本】

① 工事期間中に賃金水準の変更があった場合

入札公告

次の賃金水準の
変更日まで

インフレスライド変更額A-B×1.0%

県発注工事におけるインフレスライドについて

残工事に対する
変動前後の差額（A）

請負額 （変動前残工事額：Ｂ）
ただし、A＞B×1.0%の場合の

み
インフレスライド適用可能

契約手続き期間 出来高 残工事

14日以内 残工期2ヶ月以上

契約日 賃金水準の
変更日

請求日 基準日 工期末
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②－１ 契約手続き中に賃金水準の変更があった場合（単価表適用日変更の適用がない場合）

②－２ 契約手続き中に賃金水準の変更があった場合（単価表適用日変更を適用した場合）

賃金水準の
変更日 14日以内 残工期2ヶ月以上

入札公告 単価表適用日 契約日 請求日 基準日 工期末

次の賃金水準の
変更日まで

14日以内 残工期2ヶ月以上

入札公告 賃金水準の
変更日

契約日 請求日 基準日

契約手続き期間 出来高 残工事

工期末

次の賃金水準の
変更日まで

残工事に対する
変動前後の差額（A）

インフレスライド変更額A-B×1.0%

残工事に対する
変動前後の差額（A）

インフレスライド変更額A-B×1.0%

請負額 （変動前残工事額：Ｂ）
ただし、A＞B×1.0%の場合のみ

インフレスライド適用可能

契約手続き期間 出来高 残工事

スライド対象外 

請負 （変動前残工事額：Ｂ） 

ただし、A＞B×1.0%の場合の

み 

賃金水準の

変更日 

スライド対象 

契約日直近の単価表適用による変更

スライド対象 


